
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象者】 

健診日 対象者生年月日  健診日 対象者生年月日 

5 月 26 日(火) 令和 3 年 4 月 2 日～4 月 2６日生  10 月 16 日(金) 9 月 30 日～10 月 26 日生 

6 月 17 日(水) 4 月 27 日～5 月 24 日生  11 月 24 日(火) 10 月 27 日～11 月 27日生 

6 月 26 日(金) 5 月 25 日～6 月 16 日生  12 月 16 日(水) 11 月 28 日～12 月 24日生 

7 月 17 日(金) 6 月 17 日～7 月  9 日生  1 月 15 日(金) 12 月 25 日～令和 4 年 1月 27 日生 

8 月 28 日(金) 7 月 10 日～8 月  8 日生  2 月 24 日(水) 1 月 28 日～2 月 2８日生 

9 月 16 日(水) 8 月  9 日～9 月  6 日生  3 月 19 日(金) 3 月 1 日～4 月 1 日生 

9 月 29 日(火) 9 月  7 日～9 月 29 日生    

【通知時期】 

 健診日の１か月前頃に通知 

 

【備 考】 

＊５歳児健康診査は、５歳７か月になる前日までの健診日程で受診できます。 
 
＊集団生活でご心配なことがある場合は、事前に幼稚園等と相談した内容を５歳児健康診査問診票に記載して

いただくようお願いいたします。 
 
＊この健診は、病気の診断や障がいを特定するものではありません。 

  お子さんが小学校に安心して、楽しく通学するために、順調に成長・発達しているか、何か心配なことや 

困っていることがないか、保護者と一緒に確認する健診です。 

5 歳頃になると基本的な生活習慣が身につき、自分の気持ちを表現したり、お友達とルールの

ある遊びをしたり、社会性を身に着ける大切な時期となります。 
 

お子さんが集団生活の中で困っていること、不安に感じていることはありませんか。 
 

就学に備えて、日ごろのお子さんとの関わりの中で、心配なことや気になることがありました

ら、この機会にぜひご相談ください。 

令和８年度から 

５歳児健康診査が 

はじまります！ 

お問合せ 
八潮市役所 こども家庭支援課 

 
〒３４０－８５８８ 

八潮市中央一丁目２番地１ 

TEL：０４８‐９３３‐９７０７ （直通） 

４歳児（年中さん）ができること  

  

・食事やトイレに行く等、自分のことは

自分でできるようになる  

・片足ケンケンができるようになる  

・経験したことや、思ったこと、  

感じたことをことばで伝えられる  

・簡単なルールのある遊びができる  

（じゃんけん、しりとりなど）  

・順番を待つことができる  

５歳児健診の流れ 

１．受 付（12:45～13:45） 

２．はみがき教室 

３．問 診 

４．身体計測 

５．診 察 

６．結果説明 

個別相談（発達・育児・栄養・予防接種など） 

７．心理発達相談（必要な方のみ） 

※所要時間は、 

２時間半程度です。 


